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平成２８年度第１回鳥取県いじめ問題対策連絡協議会の概要について 

平成２８年８月１０日 

いじめ・不登校総合対策センター 

 

１ 平成２８年度第１回鳥取県いじめ問題対策連絡協議会について 

いじめ防止対策推進法の趣旨にかんがみ、平成２６年度からいじめの防止、いじめの早期発見及び

いじめへの対処に関係する機関及び団体の連携を図るため「鳥取県いじめ問題対策連絡協議会」を設

置し、今年度第１回協議会を下記のとおり開催した。 

 

１ 日時 平成２８年７月１４日（木）午前１０時から午前１１時３０分まで 

２ 場所 鳥取県庁 

３ 主な内容 

（１） 各機関・団体の取組 

 各機関・団体がそれぞれの取組について紹介し、情報共有した。 

  

（２）鳥取県のいじめの状況について 

【いじめ認知件数の推移】※H27は公立のみの速報値 

いじめ H22 H23 H24 H25 H26 H27 

鳥取県 
（国公私

立） 

小 13 21 132 52 264 251 

中 45 31 147 73 187 164 

高 8 24 24 20 38 24 

特 2 2 10 12 63 62 

計 68 78 313 157 552 501 

認知件数/

千人 
1.0 1.2 4.8 2.4 8.7   

 

【学校のいじめ認知】 

 

 

 

 

 

 

 

 

［全国］・いじめ認知学校数 18,697校（平均 11件/年）：約 60％ 

                     ・いじめ認知がない学校 12,760校：約 40％ 

 ・平成２７年度の速報値では前年度に比べ認知件数は下がっているが、学校では引き続きいじめを

幅広く認知し積極的に対応していただいている。 

 ・認知をした学校の割合は６４％、全国よりやや高い数値である。 

 ・県内ほとんどの学校がアンケートを行っているが、無記名のアンケートはそのうち１／４しか実

施されていない。無記名アンケートをしなかったために教職員がいじめを見落とすという事も考

えられ、対策本部会議でも議論している。アンテナを高くして軽微な段階で対応していくことは

各課に指示している。 
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【インターネットの利用に関するアンケートの結果について】（教育委員会社会教育課より） 

・インターネットの利用率が全国の数値よりも高い。 

・困ったことやいやなことの内容は「人間関係のトラブル」「悪口を送られる」「悪口の書き込みを

された」があがっている。 

・トラブルが起こったときの対処は、年齢が上がるにつれて相談相手が家族から友達に移っている。

「自分で解決しようとした」「誰にも相談しなかった」も多くなっている。 

・未就学児のスマホ利用率が約４割。そのうち半分がインターネットを利用している。１日２時間

以上テレビを見ている未就学児も４割である。 

  

（３） いじめ問題への取組についての主な意見 

  ・再調査の時に文科省から「こういうものをいじめと認知する」としたものが出された。認知がな

い、というのは信じられない。学校で格差がある。認知をすることの基準が必要で、それを徹底

する必要があると思う。 

・クラス規模の大きいところと小さいところに、いじめの認知の差はないか。 

→次回に資料を準備する。 

  ・「何か変だな」と思った時、教員が一人で抱えない。細かいものまで共有するように努力はしてい

るが、基準の考え方が統一できていない面もある。 

 ・「いじめゼロ」について、各校種ごとの目合わせをしていく必要がある。 

 ・それぞれのいじめの状況の中で、パワーを持った中核をなす児童生徒が中心となって起こすいじ

め、流れの中でいじめになった、などの例を教えていただきたい。このような例の中で親とのつ

ながり、家庭環境をどうフォローしたらいいかと考えている。 

 

 

４ 出席者  

機関・団体名 担当部署等 代表者 備考 

県の機関 

（学校以外） 

総務部人権局 人権・同和対策課 中井 徹男  

地域振興部 教育・学術振興課 田中 博幸  

福祉保健部 福祉相談センター（児童相談所） 山花 敏裕 欠席 

教育委員会事務局 

教育長 山本 仁志  

教育次長 寺谷 英則  

いじめ・不登校総合対策センター 音田 正顕  

警察本部 少年課 小川 栄一  

市町村 

（学校以外） 
教育委員会 

都市教育長会   福井伸一郎  

町村教育長会 永江多輝夫  

学校 
県立学校 

高等学校長協会  小宮山信行  

特別支援学校長会 藤田 則恵  

市町村立学校 

国立学校 

小学校長会    矢倉美和子  

中学校長会 北野 昭雄 代理 渡邉二之 

私立学校 私立中学高等学校長会 二階堂茂夫  

鳥取地方法務局 人権擁護課 早戸 正紀  

団体 鳥取県弁護士会  今田 慶太  

鳥取県医師会  長石 純一  

鳥取県臨床心理士会  小林 幹子  

ＰＴＡ 

ＰＴＡ協議会   大呂 延幸  

高等学校ＰＴＡ連合会 勢川 洋之 欠席 

特別支援学校ＰＴＡ連合会 山根 千歳  

 

 

 

 


